
 

 

市営・県営住宅に入居を申し込む方へ 
 

公営住宅に申込みをするには、下記の条件が必要です。 

 

１．基準収入を超えないこと 

   収入計算は扶養人数、年齢などにより異なります。 

   計算方法は「入居申込みのご案内」を参照してください。 

２．住宅に困窮していること 

   現在の借家の家賃が高すぎる。現在の借家が近々取り壊される。 

   実家には兄夫婦がいるので居づらいなど 

 （注）持ち家がある方は、申し込みできません。共有名義で持分がある場合も同様です。 

場合によっては、持ち家があっても申込みできることがあります。ただし、住宅困窮が明ら

かなことを証明する書類等が必要ですのでお申し出ください。 

 

※公営住宅内では、犬・猫等の動物（ペット）の飼育は禁止されています。 

※条件に当てはまらない場合は、申し込みを受け付けられません。 

 

添付書類について ※入居申込書を提出する際に、個人番号（マイナンバー）を確認しますので個人番

号カード若しくは（通知カード＋運転免許証など）を持参してください。下記の

★マークの添付書類を省略することができます。 

必ず提出するもの 

★住民票の写し（世帯全員のもの） 

★所得課税証明書（学生を除く、入居しようとする方全員のもの、無職であっても必要です。）  

○１月１日から６月１５日まで申込みされる方は、前年中の収入を証明できる書類（源泉徴 

収票の写し、確定申告書の控えなど）も提出してください。 

○給与等支払証明書（就職して１年に満たない時） 

必要に応じ提出するもの 

○地方税情報取得同意書（1月 1日現在の住所が市外の場合） 

○戸籍謄本（母子・父子家庭の場合 ※非婚の場合は本人の戸籍全部事項証明書） 

○裁判所発行の事件係属証明書、弁護士発行の証明書等（離婚を前提として申込みをする場合） 

○婚約証明書（婚約中の場合） 

○退職証明書（職場を退職し、その後就職の予定のない場合） 

★障害者手帳の写し 

○立退要求書（立ち退きの要求がある場合） 

○自活状況申立書（シルバーハウジング入居希望者） 

★被保護者証明書（生活保護法の被保護者の場合） 

○その他、市長が必要と認める書類 

 

 

R8.4編集 



 

 

入居申込受付・入居選考・入居可能日について 

 

■入居申込受付 

  入居の申込みは、随時受け付けています。 

  申込書及び関係書類を揃えてお申し込みください。 

※郵送での申込みも可能です。申請様式はホームページからダウンロードできます。 

ダウンロード不可の場合は、申込書等を送付しますのでご連絡ください。 

※住宅の申し込みは、複数の住宅を同時に申し込むことが可能です。優先順位があれば○印の下 

に番号を付けてください。 

 

 申込先は、以下のとおりです。 

 

村上地区・・・村上市役所 都市計画課 建築住宅室 

          住所：〒958-8501 

             村上市三之町１番１号 

          電話：0254-53-2111（内線 5310） 

 

荒川地区・・・村上市荒川支所 産業建設課 産業建設室 

       住所：〒959-3192 

          村上市山口 444番地 

       電話：0254-62-5273（直通） 

 

■入居選考・入居可能日 

・入居申込書及び添付書類の内容を審査し、住宅の困窮度に応じて入居者を決定します。 

・入居選考は、年４回程度実施する予定となっています。 

・入居可能な空室がない場合は、入居選考はありません。 

・入居決定は申し込み順や抽選ではありませんので、早く申し込んでいても住宅の困窮

度や空室状況などにより、希望通りに入居できない場合もあります。 

・受理した入居申込書は、１回目の選考で落選となっても次回選考まで預かります。 

・所得課税証明書などの添付書類に更新が必要な場合は、添付書類の再提出をお願いす 

ることがあります。また、申し込みから概ね１年以上経過し、入居できなかった場合 

は申込書を一旦返送いたしますので、再度申し込みするかご検討ください。 

 

  入居申込みから入居可能日までの日程  

 申込書提出日 入居選考日 入居内定通知 入居可能日 

１ １月１日～ ３月３１日 ４月中旬 ４月末頃 ６月１日 

２ ４月１日～ ６月３０日 ７月中旬 ７月末頃 ９月１日 

３ ７月１日～ ９月３０日 １０月中旬 １０月末頃 １２月１日 

４ １０月１日～１２月３１日 １月中旬 １月末頃 ３月１日 

  ※入居可能な空室がない場合は、入居選考はありません。 


